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議案第 ６４ 号 

 

令和７年度松原市一般会計補正予算（第４号） 

 

令和７年度松原市の一般会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１３，７２０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

５４，５８４，３３６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 １２ 月 １５ 日 提 出 

 

松 原 市 長 澤 井 宏 文 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

19. 諸 収 入 １，０５５，４７７ ２１３，７２０ １，２６９，１９７

５. 雑 入 ９９６，１９５ ２１３，７２０ １，２０９，９１５

歳 入 合 計 ５４，３７０，６１６ ２１３，７２０ ５４，５８４，３３６
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１. 議 会 費 ３４４，９５２ １，７７５ ３４６，７２７

１. 議 会 費 ３４４，９５２ １，７７５ ３４６，７２７

２. 総 務 費 ５，６６４，２７１ １１７，３０９ ５，７８１，５８０

１. 総 務 管 理 費 ４，０４３，０５４ １００，５４４ ４，１４３，５９８

２. 徴 税 費 １，００３，４４２ ９，２７８ １，０１２，７２０

３. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 ３１５，７３２ ３，９６５ ３１９，６９７

４. 選 挙 費 １８１，１５０ １，５３９ １８２，６８９

５. 統 計 調 査 費 ９９，６１９ ７５６ １００，３７５

６. 監 査 委 員 費 ２１，２７４ １，２２７ ２２，５０１

３. 民 生 費 ３１，０３９，９９１ ２５，７３４ ３１，０６５，７２５

１. 社 会 福 祉 費 １１，６０３，１９２ ６，９３９ １１，６１０，１３１

２. 児 童 福 祉 費 １０，７４４，３０１ １４，９４３ １０，７５９，２４４

３. 生 活 保 護 費 ７，１４５，２１２ ３，８５２ ７，１４９，０６４

４. 衛 生 費 ３，１４６，２１５ ９，２６０ ３，１５５，４７５

１. 保 健 衛 生 費 １，１７９，２０９ ３，３１０ １，１８２，５１９

２. 清 掃 費 １，９６５，２５４ ５，９５０ １，９７１，２０４

５. 産 業 経 済 費 ９７７，６３０ ２，６３４ ９８０，２６４

１. 農 業 費 ８４，１７９ １，３４７ ８５，５２６

２. 商 工 費 ８９３，４５１ １，２８７ ８９４，７３８

６. 土 木 費 ３，０７１，８５０ １０，４９３ ３，０８２，３４３

１. 土 木 管 理 費 ２３４，１９７ ４，１６１ ２３８，３５８
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款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

２. 道 路 橋 り ょ う 費 ６０７，９４７ １，４８７ ６０９，４３４

３. 都 市 計 画 費 ６６９，０５２ ３，６２１ ６７２，６７３

６. 住 宅 費 ２２３，５１６ １，２２４ ２２４，７４０

７. 消 防 費 １，５４６，５２４ ２９，３９８ １，５７５，９２２

１. 消 防 費 １，５４６，５２４ ２９，３９８ １，５７５，９２２

８. 教 育 費 ５，１５２，１６９ １７，１１７ ５，１６９，２８６

１. 教 育 総 務 費 １，０８２，４６０ ４，０２３ １，０８６，４８３

２. 小 学 校 費 ５６１，０９０ １，７２０ ５６２，８１０

３. 中 学 校 費 ３１８，７７７ ４８７ ３１９，２６４

４. 幼 稚 園 費 １，１８６，７１３ ５，４４９ １，１９２，１６２

５. 社 会 教 育 費 ７４２，３２６ ３，８２０ ７４６，１４６

６. 保 健 体 育 費 １，２６０，８０３ １，６１８ １，２６２，４２１

歳 出 合 計 ５４，３７０，６１６ ２１３，７２０ ５４，５８４，３３６
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令 和 ７ 年 度 

 

 

松原市一般会計補正予算に関する説明書 

 

 

（ 第 ４ 号 ） 
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１. 総 括

( 歳 入 )

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１. 市 税 １５，８９９，３３５ １５，８９９，３３５

２. 地 方 譲 与 税 １９３，０００ １９３，０００

３. 利 子 割 交 付 金 ６７，０００ ６７，０００

４. 配 当 割 交 付 金 １６０，０００ １６０，０００

５. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 １９０，０００ １９０，０００

６. 法 人 事 業 税 交 付 金 ３１４，０００ ３１４，０００

７. 地 方 消 費 税 交 付 金 ２，９８９，０００ ２，９８９，０００

８. 環 境 性 能 割 交 付 金 ５５，０００ ５５，０００

９. 地 方 特 例 交 付 金 １０６，０００ １０６，０００

10. 地 方 交 付 税 ９，１４０，０００ ９，１４０，０００

11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 １３，５００ １３，５００

12. 分 担 金 及 び 負 担 金 ２３４，３８６ ２３４，３８６

13. 使 用 料 及 び 手 数 料 ５６３，４２０ ５６３，４２０

14. 国 庫 支 出 金 １４，５０３，４６９ １４，５０３，４６９

15. 府 支 出 金 ５，０５７，７７３ ５，０５７，７７３

16. 財 産 収 入 １９５，７４２ １９５，７４２

17. 寄 附 金 ４８２，６６７ ４８２，６６７

18. 繰 入 金 １，３６２，５７０ １，３６２，５７０
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款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

19. 諸 収 入 １，０５５，４７７ ２１３，７２０ １，２６９，１９７

20. 市 債 ９０２，４００ ９０２，４００

21. 繰 越 金 ８８５，８７７ ８８５，８７７

歳 入 合 計 ５４，３７０，６１６ ２１３，７２０ ５４，５８４，３３６
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( 歳 出 )

補 正 額 の 財 源 内 訳

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源
一 般 財 源

国 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.議 会 費 344,952 1,775 346,727 1,775

２.総 務 費 5,664,271 117,309 5,781,580 117,309

３.民 生 費 31,039,991 25,734 31,065,725 25,734

４.衛 生 費 3,146,215 9,260 3,155,475 9,260

５.産 業 経 済 費 977,630 2,634 980,264 2,634

６.土 木 費 3,071,850 10,493 3,082,343 10,493

７.消 防 費 1,546,524 29,398 1,575,922 29,398

８.教 育 費 5,152,169 17,117 5,169,286 17,117

９.公 債 費 3,377,014 3,377,014

10.予 備 費 50,000 50,000

歳 出 合 計 54,370,616 213,720 54,584,336 213,720
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２. 歳 入

目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 19. 諸収入

(項) ５. 雑入

２.雑 入 996,181 213,720 1,209,901 １.雑 入 213,720 雑入

計 996,195 213,720 1,209,915
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３. 歳 出

(款) １. 議会費

(項) １. 議会費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.議 会 費 344,952 1,775 346,727 1,775 ２. 給 料 627 一般職 人件費 1,094

３. 職員手当等 1,148 地域手当 75 議員報酬等関係事業 681

期末手当 214

勤勉手当 178

議員期末手当

681

計 344,952 1,775 346,727 1,775
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(款) ２. 総務費

(項) １. 総務管理費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.一般管理費 1,511,162 100,544 1,611,706 100,544 １. 報 酬 32,925 嘱託職員等報酬 人件費 61,880

２. 給 料 34,656 一般職 非常勤職員任用費 38,664

３. 職員手当等 32,963 地域手当 4,159

期末手当

15,005

勤勉手当

13,799

計 4,043,054 100,544 4,143,598 100,544
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(款) ２. 総務費

(項) ２. 徴税費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.税務総務費 1,003,442 9,278 1,012,720 9,278 ２. 給 料 5,458 一般職 人件費 9,278

３. 職員手当等 3,820 地域手当 655

期末手当 1,683

勤勉手当 1,482

計 1,003,442 9,278 1,012,720 9,278
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(款) ２. 総務費

(項) ３. 戸籍住民基本台帳費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.戸 籍 住 民 315,732 3,965 319,697 3,965 ２. 給 料 2,323 一般職 人件費 3,965

基本台帳費 ３. 職員手当等 1,642 地域手当 279

期末手当 724

勤勉手当 639

計 315,732 3,965 319,697 3,965
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(款) ２. 総務費

(項) ４. 選挙費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.選 挙 管 理 32,826 1,539 34,365 1,539 ２. 給 料 570 一般職 人件費 1,539

委 員 会 費 ３. 職員手当等 969 地域手当 68

期末手当 460

勤勉手当 441

計 181,150 1,539 182,689 1,539
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(款) ２. 総務費

(項) ５. 統計調査費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.統 計 調 査 29,642 756 30,398 756 ２. 給 料 451 一般職 人件費 756

総 務 費 ３. 職員手当等 305 地域手当 54

期末手当 134

勤勉手当 117

計 99,619 756 100,375 756
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(款) ２. 総務費

(項) ６. 監査委員費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.監査委員費 21,274 1,227 22,501 1,227 ２. 給 料 393 一般職 人件費 1,227

３. 職員手当等 834 地域手当 47

期末手当 399

勤勉手当 388

計 21,274 1,227 22,501 1,227
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(款) ３. 民生費

(項) １. 社会福祉費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.社 会 福 祉 683,827 6,015 689,842 6,015 ２. 給 料 3,857 一般職 人件費 6,015

総 務 費 ３. 職員手当等 2,158 地域手当 463

期末手当 995

勤勉手当 700

７.社 会 福 祉 35,839 924 36,763 924 ２. 給 料 425 一般職 人件費 924

施 設 費 ３. 職員手当等 499 地域手当 51

期末手当 232

勤勉手当 216

計 11,603,192 6,939 11,610,131 6,939
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(款) ３. 民生費

(項) ２. 児童福祉費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.児 童 福 祉 582,654 4,081 586,735 4,081 ２. 給 料 2,687 一般職 人件費 4,081

総 務 費 ３. 職員手当等 1,394 地域手当 323

期末手当 622

勤勉手当 449

４.児 童 福 祉 1,357,148 10,862 1,368,010 10,862 ２. 給 料 7,438 一般職 人件費 10,862

施 設 費 ３. 職員手当等 3,424 地域手当 893

期末手当 1,529

勤勉手当 1,002

計 10,744,301 14,943 10,759,244 14,943
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(款) ３. 民生費

(項) ３. 生活保護費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.生 活 保 護 272,312 3,852 276,164 3,852 ２. 給 料 2,648 一般職 人件費 3,852

総 務 費 ３. 職員手当等 1,204 地域手当 318

期末手当 497

勤勉手当 389

計 7,145,212 3,852 7,149,064 3,852
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(款) ４. 衛生費

(項) １. 保健衛生費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.保 健 衛 生 219,408 3,310 222,718 3,310 ２. 給 料 2,010 一般職 人件費 3,310

総 務 費 ３. 職員手当等 1,300 地域手当 241

期末手当 595

勤勉手当 464

計 1,179,209 3,310 1,182,519 3,310
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(款) ４. 衛生費

(項) ２. 清掃費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.清掃総務費 698,678 2,826 701,504 2,826 ２. 給 料 1,563 一般職 人件費 2,826

３. 職員手当等 1,263 地域手当 188

期末手当 577

勤勉手当 498

２.塵芥処理費 1,094,515 3,124 1,097,639 3,124 ２. 給 料 1,917 一般職 人件費 3,124

３. 職員手当等 1,207 地域手当 230

期末手当 545

勤勉手当 432

計 1,965,254 5,950 1,971,204 5,950
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(款) ５. 産業経済費

(項) １. 農業費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２.農業総務費 39,592 1,347 40,939 1,347 ２. 給 料 808 一般職 人件費 1,347

３. 職員手当等 539 地域手当 97

期末手当 235

勤勉手当 207

計 84,179 1,347 85,526 1,347
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(款) ５. 産業経済費

(項) ２. 商工費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.商工総務費 375,061 1,287 376,348 1,287 ２. 給 料 818 一般職 人件費 1,287

３. 職員手当等 469 地域手当 98

期末手当 210

勤勉手当 161

計 893,451 1,287 894,738 1,287
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(款) ６. 土木費

(項) １. 土木管理費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.土木総務費 234,183 4,161 238,344 4,161 ２. 給 料 2,801 一般職 人件費 4,161

３. 職員手当等 1,360 地域手当 336

期末手当 583

勤勉手当 441

計 234,197 4,161 238,358 4,161
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(款) ６. 土木費

(項) ２. 道路橋りょう費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.道 路 81,955 1,487 83,442 1,487 ２. 給 料 864 一般職 人件費 1,487

橋 り ょ う ３. 職員手当等 623 地域手当 104

総 務 費 期末手当 276

勤勉手当 243

計 607,947 1,487 609,434 1,487
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(款) ６. 土木費

(項) ３. 都市計画費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.都 市 計 画 244,348 3,621 247,969 3,621 ２. 給 料 2,448 一般職 人件費 3,621

総 務 費 ３. 職員手当等 1,173 地域手当 294

期末手当 505

勤勉手当 374

計 669,052 3,621 672,673 3,621
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(款) ６. 土木費

(項) ６. 住宅費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.住宅管理費 223,516 1,224 224,740 1,224 ２. 給 料 425 一般職 人件費 1,224

３. 職員手当等 799 地域手当 51

期末手当 382

勤勉手当 366

計 223,516 1,224 224,740 1,224
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(款) ７. 消防費

(項) １. 消防費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.常備消防費 1,221,600 29,398 1,250,998 29,398 ２. 給 料 16,364 一般職 人件費 29,398

３. 職員手当等 13,034 地域手当 1,964

期末手当 5,824

勤勉手当 5,246

計 1,546,524 29,398 1,575,922 29,398
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(款) ８. 教育費

(項) １. 教育総務費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２.事 務 局 費 309,495 4,023 313,518 4,023 ２. 給 料 2,205 一般職 人件費 4,023

３. 職員手当等 1,818 地域手当 265

期末手当 848

勤勉手当 705

計 1,082,460 4,023 1,086,483 4,023
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(款) ８. 教育費

(項) ２. 小学校費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.学校管理費 528,203 1,720 529,923 1,720 ２. 給 料 691 一般職 人件費 1,720

３. 職員手当等 1,029 地域手当 83

期末手当 486

勤勉手当 460

計 561,090 1,720 562,810 1,720
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(款) ８. 教育費

(項) ３. 中学校費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.学校管理費 250,219 487 250,706 487 ２. 給 料 260 一般職 人件費 487

３. 職員手当等 227 地域手当 31

期末手当 103

勤勉手当 93

計 318,777 487 319,264 487
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(款) ８. 教育費

(項) ４. 幼稚園費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.幼 稚 園 1,186,713 5,449 1,192,162 5,449 ２. 給 料 3,125 一般職 人件費 5,449

総 務 費 ３. 職員手当等 2,324 地域手当 375

期末手当 1,068

勤勉手当 881

計 1,186,713 5,449 1,192,162 5,449
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(款) ８. 教育費

(項) ５. 社会教育費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.社 会 教 育 201,565 3,363 204,928 3,363 ２. 給 料 1,834 一般職 人件費 3,363

総 務 費 ３. 職員手当等 1,529 地域手当 220

期末手当 689

勤勉手当 620

５.青 少 年 74,817 457 75,274 457 ２. 給 料 245 一般職 人件費 457

会 館 費 ３. 職員手当等 212 地域手当 29

期末手当 97

勤勉手当 86

計 742,326 3,820 746,146 3,820
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(款) ８. 教育費

(項) ６. 保健体育費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明目 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.保 健 体 育 115,563 632 116,195 632 ２. 給 料 379 一般職 人件費 632

総 務 費 ３. 職員手当等 253 地域手当 46

期末手当 112

勤勉手当 95

２.体育施設費 240,418 986 241,404 986 ２. 給 料 595 一般職 人件費 986

３. 職員手当等 391 地域手当 71

期末手当 171

勤勉手当 149

計 1,260,803 1,618 1,262,421 1,618
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給    与    費    明    細    書
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職 員 数
報    酬 給    料 期末手当 地域手当 その他の 計

共 済 費 合   計 備  考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） 手当  （千円） （千円） （千円） （千円）

長  等
4 41,635 20,984 4,997 30,000 97,616 10,346 107,962

議  員
18 136,390 63,333 199,723 36,259 235,982

その他
1,786 154,663 154,663 154,663

計
1,808 291,053 41,635 84,317 4,997 30,000 452,002 46,605 498,607

長  等
4 41,635 20,984 4,997 30,000 97,616 10,346 107,962

議  員
18 136,390 62,652 199,042 36,259 235,301

その他
1,786 154,663 154,663 154,663

計
1,808 291,053 41,635 83,636 4,997 30,000 451,321 46,605 497,926

長  等

議  員
681 681 681

その他

計
681 681 681

比  較

区　    　分

１． 特    別    職

給     与     費     明     細     書

補正後

補正前

給 与 費
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共  済  費 合      計 備　考

報    酬   （千円） 給    料   （千円） 職員手当   （千円） 　　計   （千円） （千円） （千円）

( 355 )

( 355 )

213,039

地 域 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

（千円） （千円） （千円）

職員手当の
406,133 848,342 720,106

内          訳
394,025 812,542 688,785

12,108 35,800 31,321

区　分 備　考

報 酬
32,925

給 料
100,885

職員手当
79,229

制度改正に伴う増加分

説　　　　　明

報酬月額の引上げによるもの

報酬・給料月額の引上げに伴う各手当への跳ね返り
期末・勤勉手当の支給月数の引上げによるもの

給料月額の引上げによるもの

79,229

1,205,282

1,205,282

7,866,811

7,653,772

213,039

32,925

増減額（千円）

100,885

増減事由別内訳　　　　　　（千円）

制度改正に伴う増加分

制度改正に伴う増加分

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

補 正 前

比 較

区      分

補 正 後

比 較
32,925 100,885 79,229

785

785

補 正 前
677,105 3,093,648 2,677,737 6,448,490

補 正 後
710,030 3,194,533 2,756,966 6,661,529

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

（人）

２．  一    般    職

    （１） 総    括

区      分
職  員  数
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（３）給料及び職員手当の状況

補　正　前 有
(1.2)
2.3

(1.2)
2.3

（2.4）
4.6

 オ  期末手当・勤勉手当

支   給   期   別   支   給   率
  職制上の段階、職務の

６月 （月分） １２月 （月分）
  級等による加算措置

区        分 備    考支給率計（月分）

（再任用職員　0.7月→0.725月）

補　正　後
(1.2)
2.3

(1.25)
2.35

有
（2.45）
4.65

勤勉手当の支給月数の引上げ

期末手当の支給月数の引上げ

12月　1.25月→1.275月

12月　1.05月→1.075月

（再任用職員　0.5月→0.525月）
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議案第６５号 

 

 

松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する 

条例制定について 

 

 

 松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第２２号） 

 

の一部を改正する条例を別添のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和７年１２月１５日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



1 

 

松原市条例第  号 

 

松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する

条例 

 

第１条 松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第 

２２号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額（円） 

１ ４０５，０００

２ ４５５，０００

３ ５０８，０００

４ ５７４，０００

５ ６５５，０００

第８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「 

１００分の９５」を「１００分の９７．５」に、「１００分の１０５」を「 

１００分の１０７．５」に、「１００分の８７．５」を「１００分の９０」に

改める。 

第２条 松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

第８条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に、

「１００分の９７．５」を「１００分の９６．２５」に、「１００分の 

１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に、「１００分の９０」を「 

１００分の８８．７５」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４

月１日から施行する。 

（適用） 

２ 第１条の規定による改正後の松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（以下「新条例」という。）の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める日から適用する。 

（１） 第７条第１項の改正規定 令和７年４月１日 

（２） 第８条第２項の改正規定 令和７年１２月１日 

（給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正前の松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条

例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみな

す。 

（委任） 



2 

 

４ 前項に定めるもののほか、新条例の規定による給与の支給に関し必要な事項

は、市長が定める。 



議案第６６号 

 

 

松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 

改正する条例制定について 

 

 

 松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年条例第 

 

１９号）の一部を改正する条例を別添のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和７年１２月１５日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

 

松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例 

 

第１条 松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年

条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２３０」を「１００分の２３５」に改める。 

第２条 松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２３５」を「１００分の２３２．５」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４

月１日から施行する。 

（適用） 

２ 第１条の規定による改正後の松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例（以下「新条例」という。）第５条第２項の規定は、令和７年１２

月１日から適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 第１条の規定による改正前の松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末

手当の内払とみなす。 

（委任） 

４ 前項に定めるもののほか、新条例の規定による期末手当の支給に関し必要な

事項は、市長が定める。 
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松原市条例第  号 

 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３４年条例第２０号）の一部を

次のように改正する。 

第１５条の２第２項第２号中「５，０００円」を「５，１００円」に、「 

７，０００円」を「７，２００円」に、「あつては９，５００円」を「あつて

は９，９００円」に、「１１，５００円」を「１２，０００円」に、「 

１３，５００円」を「１４，１００円」に、「１５，５００円」を「 

１６，２００円」に、「１７，５００円」を「１８，４００円」に、「 

１９，５００円」を「２０，６００円」に改める。 

第２１条第１項中「４，４００円」を「４，７００円」に、「２２，０００

円」を「２３，５００円」に改める。 

第２３条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改め、

同条第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００

分の７０」を「１００分の７２．５」に改める。 

第２３条の４第２項第１号中「１００分の１０５」を「１００分の 

１０７．５」に改め、同項第２号中「１００分の５０」を「１００分の 

５２．５」に改める。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

一般職給料表１表 

職員の

区分 

級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

  円 円 円 円 円 円 円 円 

1 195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800 420,700 471,900 

2 196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 422,600 477,200 

3 198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 424,500 482,100 

4 199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 426,300 486,700 

5 200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 428,100 490,700 

6 202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 429,900 494,100 

  7 203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 431,700 497,000 

  8 205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 433,500 499,500 

  9 206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 435,100 501,500 

  10 208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 436,600  

  11 210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 438,100  

  12 211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 439,600  

  13 213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 441,100  

  14 214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 442,400  
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  15 216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 443,700  

  16 218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 444,900  

  17 219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 446,100  

  18 221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 447,400  

  19 222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 448,700  

  20 224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 449,900  

  21 225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 451,100  

  22 227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 451,900  

  23 228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 452,700  

  24 230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 453,500  

  25 232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 454,100  

  26 233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 454,700  

  27 235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 455,300  

  28 236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 455,900  

  29 237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 456,600  

  30 238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 457,400  

  31 239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 457,800  

  32 240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 458,500  

  33 242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 459,000  

  34 242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 459,400  

  35 243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 459,800  

  36 244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 460,200  

  37 245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 460,600  

  38 246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 460,900  

  39 247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 461,200  

  40 248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 461,500  

  41 249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 461,800  

  42 249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 462,100  

  43 250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 462,400  

  44 251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 462,700  

  45 251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 463,000  

  46 252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100   

  47 253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400   

  48 253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700   

  49 254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900   

  50 254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200   

  51 255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400   

  52 255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700   

  53 256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900   
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  54 256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200   

  55 256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500   

  56 257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800   

  57 257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000   

  58 257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300   

  59 258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600   

  60 258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800   

  61 258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000   

  62 259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300   

  63 259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600   

  64 259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800   

  65 259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000   

  66 260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300   

  67 260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600   

  68 260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800   

  69 261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000   

  70 261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300   

  71 261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600   

  72 262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800   

  73 262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000   

  74 262,600 302,800 350,900 392,100 406,300    

  75 262,900 303,100 351,200 392,500 406,600    

  76 263,200 303,400 351,600 392,800 406,800    

  77 263,500 303,600 352,000 393,200 407,000    

  78 263,800 303,900 352,500 393,700 407,300    

  79 264,100 304,100 353,000 394,100 407,600    

  80 264,400 304,400 353,500 394,500 407,800    

  81 264,700 304,600 353,800 394,900 408,000    

  82 265,000 304,800 354,200 395,400 408,300    

  83 265,300 305,100 354,600 395,800 408,600    

  84 265,600 305,300 355,000 396,200 408,800    

  85 265,900 305,600 355,300 396,500 409,000    

  86 266,200 305,800 355,700  409,500    

  87 266,500 306,100 356,100  410,000    

  88 266,800 306,400 356,500  410,400    

  89 267,100 306,700 356,700  410,800    

  90 267,400 307,000 357,100  411,300    

  91 267,700 307,300 357,500  411,800    

  92 268,000 307,600 357,900  412,200    
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  93 268,300 307,800 358,100  412,600    

  94  308,000 358,400      

  95  308,300 358,800      

  96  308,700 359,100      

  97  308,900 359,400      

  98  309,200 359,800      

  99  309,500 360,200      

  100  309,900 360,600      

  101  310,100 361,100      

  102  310,400 361,500      

  103  310,700 361,900      

  104  311,000 362,300      

  105  311,200 362,800      

  106  311,500 363,200      

  107  311,800 363,500      

  108  312,100 363,800      

  109  312,300 364,200      

  110  312,600       

  111  313,000       

  112  313,300       

  113  313,500       

  114  313,700       

  115  314,000       

  116  314,400       

  117  314,600       

  118  314,800       

  119  315,100       

  120  315,400       

  121  315,700       

  122  315,900       

  123  316,200       

  124  316,500       

  125  316,800       

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

  

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 円 円 円 円 

200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 374,800 409,200 

 備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 

一般職給料表２表 
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職 員 の

区分 

級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 以 外

の職員 

  円 円 円 円 円 

1 198,200 240,400 260,400 291,600 319,000 

2 199,900 241,200 261,300 292,300 320,300 

3 201,600 242,000 262,200 293,000 321,600 

4 203,300 242,700 263,100 293,500 322,800 

5 205,000 243,400 264,100 294,100 323,700 

  6 206,700 244,100 265,000 294,700 324,900 

  7 208,300 244,900 266,000 295,300 326,100 

  8 209,900 245,600 266,900 295,800 327,200 

  9 211,500 246,400 267,800 296,300 328,200 

  10 213,000 247,100 268,600 296,900 329,200 

  11 214,500 247,800 269,300 297,500 330,300 

  12 215,900 248,400 269,700 297,900 331,400 

  13 217,300 249,100 270,300 298,300 332,400 

  14 218,800 249,500 270,700 298,800 333,400 

  15 220,300 250,000 271,100 299,200 334,500 

  16 221,800 250,400 271,500 299,500 335,600 

  17 223,200 250,900 271,900 299,900 336,600 

  18 224,600 251,300 272,400 300,300 337,700 

  19 226,000 251,800 272,900 300,700 338,800 

  20 227,400 252,200 273,500 301,000 339,800 

  21 228,800 252,500 274,200 301,300 340,800 

  22 229,800 252,800 274,800 301,700 341,800 

  23 230,900 253,100 275,400 302,100 342,700 

  24 232,000 253,400 276,200 302,400 343,700 

  25 233,000 253,900 277,000 302,700 344,700 

  26 233,800 254,400 277,700 303,100 345,600 

  27 234,700 254,800 278,200 303,400 346,600 

  28 235,500 255,300 278,900 303,800 347,600 

  29 236,400 255,800 279,700 304,100 348,600 

  30 237,200 256,300 280,400 304,600 349,600 

  31 238,000 256,700 281,100 305,000 350,600 

  32 238,800 257,100 281,700 305,500 351,500 

  33 239,600 257,400 282,400 306,000 352,400 

  34 240,100 257,900 283,100 306,400 353,300 

  35 240,600 258,400 283,800 306,900 354,100 

  36 241,100 258,800 284,400 307,400 355,000 
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  37 241,700 259,200 285,000 307,900 355,900 

  38 242,200 259,700 285,700 308,500 356,900 

  39 242,700 260,100 286,300 309,100 357,900 

  40 243,200 260,500 286,800 309,800 358,800 

  41 243,700 260,900 287,200 310,300 359,700 

  42 244,000 261,300 287,700 310,800 360,600 

  43 244,300 261,800 288,100 311,400 361,500 

  44 244,700 262,100 288,500 311,900 362,300 

  45 245,100 262,400 289,000 312,400 363,100 

  46 245,500 262,800 289,500 312,900 363,900 

  47 245,900 263,200 290,000 313,500 364,700 

  48 246,300 263,500 290,300 314,100 365,400 

  49 246,600 263,900 290,700 314,700 366,100 

  50 246,900 264,300 291,100 315,400 366,900 

  51 247,200 264,600 291,500 316,100 367,700 

  52 247,500 264,900 292,000 316,800 368,300 

  53 247,700 265,300 292,300 317,400 369,000 

  54 248,000 265,600 292,700 318,100 369,600 

  55 248,300 265,900 293,200 318,700 370,300 

  56 248,600 266,300 293,700 319,300 371,000 

  57 248,800 266,600 294,100 319,900 371,600 

  58 249,100 266,900 294,700 320,600 372,100 

  59 249,400 267,200 295,200 321,300 372,600 

  60 249,600 267,500 295,800 321,900 373,100 

  61 249,800 267,800 296,400 322,400 373,500 

  62 250,100 268,100 296,900 322,900  

  63 250,400 268,400 297,500 323,500  

  64 250,600 268,700 298,000 324,100  

  65 250,800 268,900 298,500 324,700  

  66 251,100 269,200 299,000 325,100  

  67 251,400 269,500 299,500 325,500  

  68 251,600 269,700 300,000 326,000  

  69 251,800 269,900 300,400 326,300  

  70 252,100 270,200 300,800 326,800  

  71 252,400 270,500 301,200 327,300  

  72 252,600 270,700 301,600 327,700  

  73 252,800 270,900 302,000 327,900  

  74 253,100 271,200 302,300 328,200  

  75 253,400 271,500 302,700 328,400  
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  76 253,600 271,700 303,100 328,700  

  77 253,800 271,900 303,500 329,000  

  78 254,100 272,200 303,900 329,300  

  79 254,400 272,500 304,300 329,600  

  80 254,600 272,700 304,700 329,800  

  81 254,800 272,900 305,000 330,000  

  82 255,100 273,200 305,500 330,300  

  83 255,300 273,500 305,900 330,600  

  84 255,600 273,700 306,400 330,800  

  85 255,800 273,900 306,700 331,000  

  86 256,000 274,100 307,200 331,200  

  87 256,300 274,400 307,700 331,500  

  88 256,600 274,700 308,000 331,800  

  89 256,800 274,900 308,400 332,000  

  90 257,100 275,100 308,900 332,300  

  91 257,400 275,400 309,400 332,600  

  92 257,600 275,600 309,900 332,800  

  93 257,800 275,900 310,200 333,000  

  94 258,100 276,200 310,600 333,300  

  95 258,400 276,500 311,000 333,600  

  96 258,600 276,700 311,500 333,800  

  97 258,800 276,900 311,900 334,000  

  98 259,100 277,200 312,300   

  99 259,400 277,400 312,600   

  100 259,600 277,700 312,900   

  101 259,800 277,900 313,200   

  102 260,100 278,100 313,600   

  103 260,400 278,400 313,900   

  104 260,600 278,700 314,300   

  105 260,800 278,900 314,600   

  106  279,100 315,000   

  107  279,400 315,400   

  108  279,600 315,600   

  109  279,900 315,800   

  110  280,200 316,100   

  111  280,500 316,400   

  112  280,700 316,600   

  113  280,900 316,800   

  114  281,200 317,100   
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  115  281,400 317,400   

  116  281,600 317,600   

  117  281,900 317,800   

  118  282,200 318,100   

  119  282,500 318,400   

  120  282,700 318,600   

  121  282,900 318,800   

  122  283,100 319,100   

  123  283,400 319,400   

  124  283,700 319,600   

  125  283,900 319,800   

 126  284,100 320,100   

 127  284,400 320,400   

 128  284,700 320,600   

 129  284,900 320,800   

 130  285,100    

 131  285,400    

 132  285,700    

 133  285,900    

 134  286,100    

 135  286,400    

 136  286,700    

 137  286,900    

定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 

  

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 円 

206,200 217,300 235,900 257,800 290,200 

 備考 この表は、単純労務職員に適用する。 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１５条の２第２項第２号中「自動車等の使用距離が片道１．５キロメート

ル未満である職員にあつては２，０００円、片道１．５キロメートル以上 

２．５キロメートル未満である職員にあつては４，０００円、片道２．５キロ

メートル以上４キロメートル未満である職員にあつては５，１００円、片道４

キロメートル以上８キロメートル未満である職員にあつては７，２００円、片

道８キロメートル以上１２キロメートル未満である職員にあつては９，９００

円、片道１２キロメートル以上１６キロメートル未満である職員にあつては 

１２，０００円、片道１６キロメートル以上２０キロメートル未満である職員

にあつては１４，１００円、片道２０キロメートル以上２４キロメートル未満

である職員にあつては１６，２００円、片道２４キロメートル以上２８キロメ

ートル未満である職員にあつては１８，４００円、その他の職員にあつては 
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２０，６００円」を「２０，６００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離

の区分に応じて規則で定める額」に改め、同条第６項を同条第７項とし、同条

第５項中「自動車等」の次に「及び駐車場等」を加え、同項を同条第６項とし、

同条中第４項を第５項とし、同条第３項中「月」の次に「（当該月に通勤手当

を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあつては、その翌月）」

を加え、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設

（その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第１号

及び第６項において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担する

ことを常例とするもの（規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前

項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

（１） 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超

えない範囲内で１月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則

で定める額 

（２） 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

第２３条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」

に改め、同条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５ 

」に、「１００分の７２．５」を「１００分の７１．２５」に改める。 

第２３条の４第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の 

１０６．２５」に改め、同項第２号中「１００分の５２．５」を「１００分の

５１．２５」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４

月１日から施行する。 

（適用） 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例（以下「新条

例」という。）の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める日から適用する。 

（１） 第１５条の２第２項第２号、第２１条第１項及び別表第１の改正規定 

令和７年４月１日 

（２） 第２３条第２項及び第３項並びに第２３条の４第２項第１号及び第２

号の改正規定 令和７年１２月１日 

（給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づ

いて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。 

（委任） 

４ 前項に定めるもののほか、新条例の規定による給与の支給に関し必要な事項
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は、市長が定める。 



議案第６８号 

 

 

   教育長の任命について 

 

 

 次の者を教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

 

第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

 

記 

 

 

  住  所   ●●●●●●●●●●●●●●● 

 

  氏  名   美  濃     亮 

  

           ●●●●●●●●●●生 

 

 

 

 

  令和７年１２月１５日提出 

 

 

                 松原市長  澤  井  宏  文 

 

 

 

 



議案第６９号 

 

 

   監査委員の選任について 

 

 

 次の者を松原市監査委員に選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規 

 

定により、議会の同意を求める。 

 

 

                 記 

 

 

   住 所    ●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

   氏 名    川  西   修 

 

            ●●●●●●●●●●生 

 

 

 

  令和７年１２月１５日提出 

 

 

                  松原市長  澤 井 宏 文 


